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【目  的】 

交流人口の拡大に寄与するとともに長崎駅周辺エリアや松が枝エリアとまちなかをつなぐ回遊

の拠点となることを目指し、地元長崎市と連携しながら、長崎市のみならず長崎県全体にとって、

最も良い活用策となるよう取り組みます。 

 

【概  要】 

県庁舎移転後の跡地活用については、平成21年2月に県と長崎市による「県庁舎跡地活用プロジ

ェクト会議」を設置し、地元長崎市と連携を図るとともに、平成21年8月には有識者や地元関係者

等からなる「長崎県県庁舎跡地活用懇話会」を設置し、跡地活用の基本理念や、それを踏まえた

基本的な方向等について、ご提言をいただきました。 

その後、県庁舎移転の決定を受け、平成24年7月には、具体的な用途・機能の検討を進めるため、

新たに「長崎県県庁舎跡地活用検討懇話会」を設置し、平成26年4月に県庁舎跡地活用にかかる提

言をいただきました。 

平成26年度からは、この提言において主要機能候補として整理された、「多目的広場機能」、

「歴史・情報発信機能」、「ホール機能」を中心に、具体的な整備内容について地元長崎市とも

連携しながら検討を進めてきました。 

そして、平成28年2月に、県庁舎跡地の重層的な歴史やまちなかに立地する特性を踏まえ、活用

にあたっての基本的な考え方として、賑いを創出する広場、交流・おもてなしの空間、質の高い

文化芸術ホールといった3つの方向性を中心に検討していくことをお示ししました。 

その後、平成29年2月には、これまでの議論や経過も踏まえたうえで、広場と交流・おもてなし

の空間を中心に、整備に向けて更に具体的な検討を進める一方、文化芸術ホールについては、適

切な時期に今後の方向性を判断するとの考え方をお示しし、平成29年度は、広場と交流・おもて

なしの空間について、整備する場合に考えられる個別の機能などの検討を進めてきました。 

今後、周辺の大型プロジェクトの動向及び旧庁舎解体、埋蔵文化財調査等の時期を踏まえなが

ら、活用策の方向性を判断し、基本構想の策定、基本設計・実施設計を経て、早期の工事着手が

できるよう取り組みます。 

 

【経  過】 

平成21年2月 県庁舎跡地活用プロジェクト会議の設置 

平成22年1月 県庁舎跡地活用懇話会の提言（基本理念等） 

平成26年4月 県庁舎跡地活用検討懇話会の提言（用途・機能） 

平成26年7月 長崎市から、新たな文化施設（音楽、演劇等に対応したホール）等の提案 

平成26年9月 「長崎市中央部・臨海地域」都市再生委員会（有識者等で構成）に検討状況を 

報告 （平成27年1月にも実施） 

平成28年2月 県庁舎跡地の整備に向けた検討状況を県議会に説明 

平成29年2月 県庁舎跡地の整備に向けた検討状況（現時点の考え方）を県議会に説明 

平成29年3月 都市再生委員会に検討状況を報告 

平成29年9月 広場に関する検討状況を県議会に説明 

平成29年11月 交流・おもてなしの空間に関する検討状況を県議会に説明 

 

県庁舎跡地活用について 
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◆平成22年1月 県庁舎跡地活用懇話会の提言（基本理念等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆平成26年4月 県庁舎跡地活用検討懇話会の提言（用途・機能） 

 具体的な用途・機能のイメージ図（3つの主要機能候補、5つの附帯機能候補） 
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基基  本本  理理  念念  
  

●現庁舎の敷地は、４４０年前の開港以来、
教会や長崎奉行所西役所、海軍伝習所が
置かれるなど、長崎発祥の礎でありかつ
中心市街地の核ともいうべき唯一無二の
場所である。 

●県庁舎という行政機関が占有し続けるこ
とは、この場所の本来持つ価値や大いな
る可能性を将来にわたり閉ざしてしま
う。 

●県議会での意見書採択は、大きなチャン
スが到来したということであり、今こそ
象徴的なこの場所に新たな魅力や価値を
与えることで再生を図るべき。 

●この場所を最後で最大の資源として活用
しなければ長崎の将来は展望できないと
いう切迫感を共有する必要があり、先送
りは許されない。 

●この場所を活用することにより、県全体
の活性化につなげることが長崎県の責務
である。 

跡地活用に当たっての 
基本的な考え方・方針 

跡 地 活 用 の 
あ る べ き 姿 ・ 機 能 

基基本本的的なな方方向向  
 

県民共有の財産として誰も利用できる場
所とすることを前提に、①～④全てを満た
すものとすべき。 
 
①集い、交流を通じて新しい魅力や価値を
創造する場 
 
②歴史性への配慮 
 
③都市核としての象徴性 
・・・長崎の町の発祥から発展に至る拠点 
 
④周辺との調和と波及効果 
・・・出島復元計画等への配慮、整備効果 

の県内波及 
 

※警察本部庁舎敷地は、周辺のまちづくり
の種地とするなど柔軟な活用も考えられ
る。 

期期待待さされれるる活活用用方方法法  
  

（各委員から示されたもののうち代表的なもの）  
①芸術・文化の新たな創造発信拠点 
②魅力や価値の体験・学習の場 
③歴史・文化を実感できる空間 
 
これらの活用例を含めた活性化に役立つ
様々な機能を複合的に組み合わせるなどによ
り、新たな賑わいや憩い・交流の創出を目指す
べき。 
 
（留意事項） 
※本格的な埋蔵文化財発掘調査を実施。 
 石垣は残す方向で検討。 
 第三別館は保存・活用を視野に調査。 
※高低差や広い土地ではないことを認識。 
 江戸町公園との一体的な活用についても検
討。 
※発掘調査を公開しながらの段階的な取組も
検討。 
※運営形態等のソフト面も並行して検討。 
※跡地周辺を含めたエリアについて建物の高
さ制限や景観の保全措置の検討が必要。 

例示 

具 体 的 な 活 用 策

各各 委委 員員 かか らら のの 個個 別別 のの アア イイ デデ アア
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◆県庁舎跡地の背景と目標スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○ 岬の教会、長崎奉行所西役所、四代に渡る県庁舎 

○ 長崎駅、港、中心市街地をつなぐエリアの中心 

県庁舎跡地の背景 

旧庁舎周辺の位置図 

○ 長崎県総合計画チャレンジ 2020 の期間中（2020 年度中）の
工事着手を目指す 

目標スケジュール 

岬の教会 

海軍伝習所 
 

出島 
  

医学伝習所 
 1855年 

1571年 

1663年 

長崎奉行所（西役所） 
 1636年 

1857年 

長崎県庁 
 

重層的な歴史 

県警本部 

第一別館 

第二別館 

第三別館 

本庁舎 

出島 


